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(57)【要約】
【課題】　事務用家庭用コピー機や事務用製版印刷機や
事務用家庭用プリンタやコピー機能を装備した事務用家
庭用複合機やプリント機能を装備した事務用家庭用複合
機等の事務用家庭用の紙に情報を写す装置により、日々
、莫大な量の紙資源の消費や浪費が行われている。
【解決手段】　原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収
める為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サ
イズの用紙の情報をこの用紙に収める為の指示と、運転
を開始しこの指示を開始する為の指示を一つの指示で出
す事ができる技術により、事務用家庭用の紙に情報を写
す装置の作業を簡略にして、エコを推進する。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用紙サイズが異なる場合や
、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用紙サイズが同じ場合に於
いて、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿
原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の倍率の指示と、運転を開始しこの
指示を開始する為の指示を、一つの指示で出す事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す
装置。
【請求項２】
　運転を開始する為の指示具により、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用
紙の用紙サイズを定め、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の倍率
を定め、運転を開始する事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置。
【請求項３】
　倍率１００％で原稿原画等の元サイズの用紙の情報を原稿原画等の元サイズの用紙の情
報を収める為の用紙に収める為の指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為
の用紙の用紙サイズの指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指示
で出す事ができる請求項１、２の事務用家庭用の紙に情報を写す装置。
【請求項４】
　本発明の指示を出す手段と、従来技術のスタートの指示を出す手段を組にして配置した
請求項１、２、３の紙に情報を写す装置。
【請求項５】
　原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して、感知結果を元にした指示内容を
告知する手段を設けた請求項１、２、３、４の紙に情報を写す装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　紙に情報を写す作業を簡略に行う事ができる技術を備えた事務用家庭用コピー機や事務
用製版印刷機や事務用家庭用プリンタやコピー機能を装備した事務用家庭用複合機やプリ
ント機能を装備した事務用家庭用複合機等の事務用家庭用の紙に情報を写す装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　現在は、かって無料配布されていたレジ袋、或いは読み終えた新聞やチラシ、或いは飲
み終えたペットボトルや牛乳パックや空き缶、或いは使用した食品トレイや段ボールや割
りばし等、資源の一つ一つを大切にしなければ社会悪とされる時代であり、更に、エコカ
ー、エコ家電、エコトイレ、エコ住宅、エコタイヤ、エコ給湯器等、資源の消費を伴う商
品を扱う企業においては、この資源の消費や浪費を抑える事は当然の企業責任として社会
から求められている。
【０００３】
　このニーズに応じる為の技術として、特許文献１の技術が提案されている。
　例えば、この特許文献１の技術の「発明の効果」の中では、「使用紙の削減の作業を簡
略にしてエコ技術の存在を明確にする事により、ユーザー自身によるエコを推進する事務
用家庭用の紙に情報を写す装置の提供である。」等と著している。
【０００４】
　この特許文献１の技術の「課題を解決するための手段」は、「原稿原画等の元サイズの
用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報
をこの用紙に収める為の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指
示で出す事ができ、更に、この一つの指示で、この情報をこの用紙に収める為の方法を、
この情報の形態に応じて選択する事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。
（請求項１）」や「運転を開始する為の指示具により、原稿原画等の元サイズの用紙の情
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報を収める為の用紙の用紙サイズを定め、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙
に収める為の方法を、原稿原画等の元サイズの用紙の情報の形態に応じて選択し、この用
紙に情報を収める事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。（請求項２）」
等と著しているが、この技術は、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の
用紙の用紙サイズが異なる場合に於いて」に、限定した技術である。
【０００５】
　即ち、特許文献１の技術は、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じの場合に於いて」の技術が示されていない。
【０００６】
　尚、特許文献１の技術は、倍率と用紙サイズとスタートの指示操作機能を一つにする技
術であり、指示操作手順を一つにする技術であるが、広く一般的に使用されている従来技
術は、例えば、倍率（自動、７０％、８１％、８６％、１４１％、その他の倍率から選択
）と用紙サイズ（自動、Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ｂ５他のトレイから選択）とスタートの指示
操作機能を別々に設け、この指示操作手順を三つにする技術である。
【０００７】
　又、特許文献２の技術は、例えば、倍率や用紙サイズやその他のモードをプログラムに
登録し、呼び出す事が出来る技術であるが、この技術は「操作モードの設定」に関する技
術であり、例えば、用紙サイズの指示と倍率の指示とスタートの指示を「一つの指示操作
機能」や「一つの指示操作手順」にする技術でなく、本発明と比較して作業が複雑であり
、作業に手間を要する。
【０００８】
　尚、特許文献１の技術は、「特許文献３の技術を、受け継ぎ、更に、発展させる技術で
ある。」と著している。
　特許文献３の技術は、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の
用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の指示を
、一つの指示で出す事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。」等と著して
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特願２０１１－１９５７０５号公報
【特許文献２】特開平１１－２４５１１号公報
【特許文献３】特願２０１１－１３７９４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、特許文献１の技術を、受け継ぎ、更に、発展させる技術である。
　即ち、従来技術の「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用紙サ
イズが異なる場合」に加えて、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じ場合」に於いて、「原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為
の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為
の倍率の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指示で出す事がで
きる事務用家庭用の紙に情報を写す装置。（請求項１）。」や「運転を開始する為の指示
具により、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズを定め、原
稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の倍率を定め、運転を開始する事
ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置（請求項２）。」の提供である。
【００１１】
　更に、本発明の指示を出す手段と、従来技術のスタートの指示を出す手段を組にして配
置して、本発明の情報を収める為の手段を目視で分かり易く配置して、本発明の技術をよ
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り使い易く、より便利にする前記の事務用家庭用の紙に情報を写す装置（請求項４）の提
供である。
【００１２】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して、感知結果を元にした指示
内容を告知する手段を設け、指示を出す前に、感知結果を元にした指示内容を事前にユー
ザーに告知する事を可能にして、本発明の技術の指示間違いを防止する前記の事務用家庭
用の紙に情報を写す装置（請求項５）の提供である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用紙サ
イズが異なる場合や、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用紙サ
イズが同じ場合に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サ
イズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の倍率の指示と
、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指示で出す事ができる事務用家庭
用の紙に情報を写す装置である。
【００１４】
　請求項２の発明は、運転を開始する為の指示具により、原稿原画等の元サイズの用紙の
情報を収める為の用紙の用紙サイズを定め、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用
紙に収める為の倍率を定め、運転を開始する事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装
置である。
【００１５】
　請求項３の発明は、倍率１００％で原稿原画等の元サイズの用紙の情報を原稿原画等の
元サイズの用紙の情報を収める為の用紙に収める為の指示と、原稿原画等の元サイズの用
紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の
指示を、一つの指示で出す事ができる請求項１、２の事務用家庭用の紙に情報を写す装置
である。
【００１６】
　請求項４の発明は、本発明の指示を出す手段と、従来技術のスタートの指示を出す手段
を組にして配置した請求項１、２、３の紙に情報を写す装置である。
【００１７】
　請求項５の発明は、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して、感知結果を
元にした指示内容を告知する手段を設けた請求項１、２、３、４の紙に情報を写す装置で
ある。
【発明の効果】
【００１８】
　特許文献１の発明の効果を、受け継ぎ、更に、発展させる事が可能である。
　即ち、請求項１、２の発明は、本明細書の背景技術で著した特許文献１の発明の効果を
受け継ぐ事を可能にする。即ち、前記の指示を一つの指示にする事により、この作業を簡
略にし、更に、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズを原稿
原画等の元サイズより小さいサイズに設定する事により、原稿原画等の元サイズの用紙の
情報を収める為の用紙の使用量を簡略に削減し、エコ技術の存在を明確にする。
　使用紙の削減の作業を簡略にして、エコ技術の存在を明確にする事により、更に、事務
用家庭用の紙に情報を写す装置のユーザー自身によるエコを推進する。
【００１９】
　更に、前記の指示で情報を収める場合は、インクの使用量の削減や、紙に情報を写す作
業の動力の削減や、紙に情報を写す作業時間の削減等、エコを推進する。
【００２０】
　更に、請求項１、２、３の発明は、本明細書の背景技術で著した特許文献１の発明の効
果を発展させる事を可能にする。
　即ち、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズと原稿原画等
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の元サイズの用紙の用紙サイズを同じサイズに設定する事を可能にして、適用可能な用紙
サイズを特許文献１の用紙サイズに加えて、更に、増加させる事を可能にして、紙に情報
を写す作業を便利に開始できる。
【００２１】
　更に、Ａ５サイズやＢ５サイズ等のエコサイズの選択を一つの指示で簡略に出来、原稿
原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の使用量を簡略に削減する。
【００２２】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズを原稿原画等
の元サイズの用紙より大きいサイズに設定する場合に於いても、一つの指示で紙に情報を
写す作業を簡略に開始する。
【００２３】
　更に、請求項４の発明は、本発明の指示具による情報を収める為の方法を、目視で分か
り易く配置して、即ち、作業を分かり易くして、本発明の技術をより使い易く、より便利
にする。
【００２４】
　更に、請求項５の発明は、本発明の指示具で指示を出す前に、感知結果を元にした指示
内容を事前にユーザーに告知する事を可能にして、指示間違いを防止する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】加工手順を示す（元サイズ用紙と指示具と供給紙を示す）概略図。
【図２】加工手順を示す（元サイズ用紙と指示具と供給紙を示す）概略図。
【図３】指示具に関する概略図。
【図４】指示具に関する概略図。
【図５】指示具に関する概略図。
【図６】指示具に関する概略図。
【図７】指示具に関する概略図。
【図８】指示具に関する概略図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１は、請求項１、２の代表例に関する代表図であり、特許文献１の技術を受け継ぐ技
術を著す。
　即ち、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙の用紙サイズ３が異
なる場合に於いて、請求項１の発明は、原稿原画等の元サイズ（Ａ４）の用紙１の情報を
収める為の用紙３の用紙サイズ（Ａ５）の指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を
この用紙に収める為の倍率（７０％）の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指
示を、一つの指示（例えば、指示を送る為の指示具２で、更に具体的には、タッチパネル
のエコサイズ／スタートと表示された表示部２をワンタッチ或いはエコサイズ／スタート
と表示されたボタン２をワンプッシュするだけ等）で出す事ができる事務用家庭用の紙に
情報を写す装置である。
【００２７】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙３の用紙サイズが異
なる場合に於いて、請求項２の発明は、運転を開始する為の指示具２（例えば、タッチパ
ネルのエコサイズ／スタートと表示された表示部２をワンタッチ或いはエコサイズ／スタ
ートと表示されたボタン２をワンプッシュするだけ等）により、原稿原画等の元サイズ（
Ａ４）の用紙１の情報を収める為の用紙３の用紙サイズ（Ａ５）を定め、原稿原画等の元
サイズの用紙１の情報をこの用紙３に収める為の倍率（７０％）を定め、運転を開始する
事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。
【００２８】
　図２は、請求項１、２、３の代表例に関する代表図であり、特許文献１の技術を発展さ
せる技術を著す。
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　即ち、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙３の用紙サイズが同
じ場合に於いて、請求項１の発明は、原稿原画等の元サイズ（Ａ５）の用紙１の情報を収
める為の用紙３の用紙サイズ（Ａ５）の指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこ
の用紙に収める為の倍率（１００％）の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指
示を、一つの指示（例えば、指示を送る為の指示具２で、更に具体的には、タッチパネル
のエコサイズ／スタートと表示された表示部２をワンタッチ或いはエコサイズ／スタート
と表示されたボタン２をワンプッシュするだけ等）で出す事ができる事務用家庭用の紙に
情報を写す装置である。
【００２９】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙３の用紙サイズが同
じ場合に於いて、請求項２の発明は、運転を開始する為の指示具２（例えば、タッチパネ
ルのエコサイズ／スタートと表示された表示部２をワンタッチ或いはエコサイズ／スター
トと表示されたボタン２をワンプッシュするだけ等）により、原稿原画等の元サイズ（Ａ
５）の用紙１の情報を収める為の用紙３の用紙サイズ（Ａ５）を定め、原稿原画等の元サ
イズの用紙１の情報をこの用紙３に収める為の倍率（１００％）を定め、運転を開始する
事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。
【００３０】
　更に、請求項３の発明は、倍率１００％で原稿原画等の元サイズ（Ａ５）の用紙１の情
報を原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙３に収める為の指示と、原稿原
画等の元サイズの用紙１の情報を収める為の用紙３の用紙サイズ（Ａ５）の指示と、運転
を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指示（例えば、指示を送る為の指示具２
で、更に具体的には、タッチパネルのエコサイズ／スタートと表示された表示部２をワン
タッチ或いはエコサイズ／スタートと表示されたボタン２をワンプッシュするだけ等）で
出す事ができる請求項１、２の事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。
【００３１】
　尚、図１、２に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙１の情報を収める為の用紙３の用
紙サイズの指示を出し、これに合わせた倍率を自動で指示する場合は、各種サイズの原稿
原画等の元サイズの用紙に対応する事を可能にする。
【００３２】
　又、原稿原画等の元サイズの用紙１の情報を原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収め
る為の用紙３に収める為の倍率の指示を出し、これに合わせた原稿原画等の元サイズの用
紙１の情報を収める為の用紙３の用紙サイズを自動で指示する場合は、各種サイズの原稿
原画等の元サイズの用紙に対応する事を可能にする。
【００３３】
　更に、請求項１、２、３の発明を詳しく著せば、本発明は、原稿原画等の元サイズの用
紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、この情報をこの用紙に収める為の倍率
の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を予め組み合わせておく事により実
施可能となる。
　又、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、この
情報をこの用紙に収める為の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示の組み合
わせを、予め、ユーザーに告知する方法を設けておく事により実施可能となる。
【００３４】
　尚、事務用家庭用の紙に情報を写す装置とは、例えば、事務用家庭用コピー機や事務用
製版印刷機や事務用家庭用プリンタやコピー機能を装備した事務用家庭用複合機やプリン
ト機能を装備した事務用家庭用複合機等である。
【００３５】
　図３、４は、図１、２の指示具２のその他の実施例である。
　図３の指示具２は、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの情報を収める為の用紙に
収める為の倍率を（例えば、７０％、８１％、８６％、１００％の）複数に固定して、こ
のいずれかの倍率の指示具２の一つを選択し指示を出す事により、運転を開始し、この倍
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率に合わせた情報を収める為の用紙の用紙サイズが指示され、情報を収める為の作業を開
始し、行う事ができる請求項１、２、３の紙に情報を写す装置である。
【００３６】
　図３の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＢ
５の場合で、指示具２の「自動で８１％に」を選択し指示を出す事により、運転を開始し
、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの情報を収める為の用紙に収める為の倍率８１
％の指示と、この倍率に合わせた情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５が指示され、情
報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００３７】
　更に、図３の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じ場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ
がＡ５の場合で、指示具２の「自動で１００％に」を選択し指示を出す事により、運転を
開始し、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの情報を収める為の用紙に収める為の倍
率１００％の指示と、この倍率に合わせた情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５が指示
され、情報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００３８】
　図４の指示具２は、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズ
指示を（例えば、Ａ４、Ｂ５、Ａ５の）複数の用紙サイズに固定して、このいずれかの用
紙サイズの指示具２の一つを選択し指示を出す事により、運転を開始し、この原稿原画等
の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、この用紙サイズに合う
原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の倍率が指示され、この情報を
収める為の作業を開始し、行う事ができる請求項１、２、３の紙に情報を写す装置である
。
【００３９】
　図４の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＢ
５の場合で、指示具２の「自動でＡ５に」を選択し指示を出す事により、運転を開始し、
原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、この用
紙サイズに合わせた倍率８１％が指示され、情報を収める為の作業を開始し、行う事がで
きる。
【００４０】
　更に、図４の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じ場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ
がＡ５の場合で、指示具２の「自動でＡ５に」を選択し指示を出す事により、運転を開始
し、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、こ
の用紙サイズに合わせた倍率１００％が指示され、情報を収める為の作業を開始し、行う
事ができる。
【００４１】
　図５は、請求項４の代表例に関する代表図であり、本発明の指示を出す手段（例えば、
指示を送る為の指示具２、更に具体的には、エコサイズスタートと表示されたボタン２等
）と、従来技術のスタートの指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具４、更に具
体的には、スタートと表示されたボタン４等）を組にして配置した請求項１、２、３の紙
に情報を写す装置である。
【００４２】
　図５の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＢ
４の場合で、指示具２で指示を出す事により、運転を開始し、原稿原画等の元サイズの用
紙の情報を収める為の用紙に収める為の倍率７０％の指示（使用紙を半分の大きさにする
指示）と、この指示に合わせた用紙の用紙サイズＢ５が指示され、情報を収める為の作業



(8) JP 2013-106295 A 2013.5.30

10

20

30

40

50

を開始し、行う事ができる。
【００４３】
　更に、図５の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じの場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイ
ズがＢ５の場合で、指示具２で指示を出す事により、運転を開始し、原稿原画等の元サイ
ズの用紙の情報を収める為の用紙に収める為の倍率１００％の指示（Ｂ５サイズをＢ５サ
イズにする指示）と、この指示に合わせた用紙の用紙サイズＢ５が指示され、情報を収め
る為の作業を開始し、行う事ができる。
【００４４】
　図６は、図５のその他の実施例であり、請求項４のその他の実施例に関する代表図であ
り、本発明の指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具２、更に具体的には、スタ
ート／エコサイズと表示されたボタン２等）と、従来技術のスタートの指示を出す手段（
例えば、指示を送る為の指示具４、更に具体的には、スタート／白黒、スタート／カラー
と表示されたボタン４等）を組にして配置した請求項１、２、３の紙に情報を写す装置で
ある。
【００４５】
　図６の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＡ
４の場合で、従来技術のスタート／カラーの指示具４の横の本発明の指示具２で指示を出
す事により、カラープリント或いはカラーコピーの運転を開始し、原稿原画等の元サイズ
の用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、この用紙サイズに合わせた倍
率７０％が指示され、情報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００４６】
　更に、図６の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じの場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイ
ズがＡ５の場合で、従来技術のスタート／カラーの指示具４の横の本発明の指示具２で指
示を出す事により、カラープリント或いはカラーコピーの運転を開始し、原稿原画等の元
サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、この用紙サイズに合わ
せた倍率１００％が指示され、情報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００４７】
　尚、請求項４の代表例に関する図５、図６の本発明の指示を出す手段（例えば、指示を
送る為の指示具２）と従来技術のスタートの指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指
示具４）を、画面内に設ける事が可能である。
　例えば、タッチパネルのスタート／エコサイズと表示された表示部２とタッチパネルの
スタートと表示された表示部４或いはタッチパネルのスタート／白黒、スタート／カラー
と表示された表示部４を組にして配置した請求項１、２、３の紙に情報を写す装置が可能
である。
【００４８】
　請求項５の発明は、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して、感知結果を
元にした指示内容を告知する手段を設けた請求項１、２、３、４の紙に情報を写す装置で
あり、この「原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して」とは、例えば、コピ
ー機の場合なら、「原稿原画等の元サイズの用紙をガラス板上にセットし、センサー等に
より用紙サイズを感知して」、例えば、プリンタの場合なら、「パソコン等により送信さ
れた原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して」等である。
【００４９】
　「指示内容」とは、例えば、図５、図７、図８の場合なら「使用紙を半分の大きさに」
や「Ａ５サイズをＡ５サイズに」や「Ｂ５サイズをＢ５サイズに」、或いは「Ａ３→Ａ４
（７０％）」や「Ｂ３→Ｂ４（７０％）」や「Ａ４→Ａ５（７０％）」や「Ｂ４→Ｂ５（
７０％）」や「Ａ５→Ａ５（１００％）」や「Ｂ５→Ｂ５（１００％）」、或いは「Ａ３
→Ａ４」や「Ｂ３→Ｂ４」や「Ａ４→Ａ５」や「Ｂ４→Ｂ５」や「Ａ５→Ａ５」や「Ｂ５
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→Ｂ５」等である。
【００５０】
　「感知結果を元にした指示内容」とは、感知結果により具体的にした指示内容であり、
例えば、図５、図７、図８の場合なら「使用紙を半分の大きさに」、或いは「Ａ５サイズ
をＡ５サイズに」、或いは「Ｂ５サイズをＢ５サイズに」、或いは「Ａ３→Ａ４（７０％
）」、或いは「Ｂ３→Ｂ４（７０％）」、或いは「Ａ４→Ａ５（７０％）」、或いは「Ｂ
４→Ｂ５（７０％）」、或いは「Ａ５→Ａ５（１００％）」、或いは「Ｂ５→Ｂ５（１０
０％）」、或いは「Ａ３→Ａ４」、或いは「Ｂ３→Ｂ４」、或いは「Ａ４→Ａ５」、或い
は「Ｂ４→Ｂ５」、或いは「Ａ５→Ａ５」、或いは「Ｂ５→Ｂ５」等である。
【００５１】
　「告知場所」は、例えば、本発明の指示具２付近或いは本発明の指示具２内或いは従来
技術の基本（初期）設定画面内等である。
【００５２】
　「告知方法」は、例えば、画面内に前記の「感知結果を元にした指示内容」を表示する
（図７）。或いは、画面内に前記の「指示内容」を表示し、これを選択する手段を設け、
前記の「感知結果を元にした指示内容」を表示し「感知結果を元にした指示内容」では無
い事は非表示にする（図８）。或いは、「指示内容」を示す文章を箇条書きにして設け、
この各文頭に点灯（「感知結果を元にした指示内容」を指す）と消灯（「感知結果を元に
した指示内容」では無い事を指す）を切り替え可能な電球等を設ける。
【００５３】
　請求項５の発明の具体的な実施は、図７の原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズが
Ａ４の場合に於いて、例えば、コピーを行なう場合なら、原稿原画等の元サイズの用紙を
ガラス板上にセットし、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ（Ａ４）を感知して、
感知結果を元にした指示内容を告知する手段（「Ａ４→Ａ５（７０％）」を表示する画面
５）を設けた請求項１、２、３、４の紙に情報を写す装置である。
【００５４】
　更に、請求項５の発明の具体的な実施は、図８の原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サ
イズがＡ５の場合に於いて、例えば、コピーを行なう場合なら、原稿原画等の元サイズの
用紙をガラス板上にセットし、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ（Ａ５）を感知
して、感知結果を元にした指示内容を告知する手段（「Ａ５サイズをＡ５サイズに、」を
表示し、「使用紙を半分の大きさに、」や「Ｂ５サイズをＢ５サイズに、」を非表示する
画面５）を設けた請求項１、２、３、４の紙に情報を写す装置である。
【００５５】
　尚、本発明の技術は、用紙サイズの指示と倍率の指示と運転を開始しこの指示を開始す
る為の指示を一つの指示で出す事ができる本発明の指示具に、枚数の指示や濃度の指示や
両面コピーの指示や両面プリントの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示を付け
加える事が可能である。
【００５６】
　例えば、図１の代表例に枚数の指示を付け加える場合は、原稿原画等の元サイズの用紙
の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこ
の用紙に収める為の倍率の指示と、枚数の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の
指示を、一つの指示（例えば、指示を送る為の指示具で、更に具体的には、タッチパネル
のエコサイズ／スタートと表示された表示部をワンタッチ或いはエコサイズ／スタートと
表示されたボタンをワンプッシュするだけ等）で出す事ができる事務用家庭用の紙に情報
を写す装置が可能である。
【００５７】
　或いは、本発明の技術は、用紙サイズの指示と倍率の指示と運転を開始しこの指示を開
始する為の指示を一つの指示で出す事ができる本発明の指示と、枚数の指示や濃度の指示
や両面コピーの指示や両面プリントの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示を別
々に出す事が可能である。
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【００５８】
　例えば、図１の代表例に枚数の指示を付け加える場合は、先ず、従来技術の指示具で枚
数の指示を送り、次に、本発明の指示具で、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める
為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める
為の倍率の指示と、運転を開始しこの指示（枚数の指示を含む）を開始する為の指示を、
一つの指示で出す事により実施が可能である。
【００５９】
　尚、請求項５の発明の技術は、「感知結果を元にした指示内容」に枚数の指示や濃度の
指示や両面コピーの指示や両面プリントの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示
を付け加えて表示する事を可能にする。
【００６０】
　尚、本発明の技術の一部と特許文献１の技術の一部は、相互に利用する事が可能である
。
【００６１】
　尚、本発明の技術の一部と特許文献３の技術の一部は、相互に利用する事が可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明の技術は、事務用家庭用の紙に情報を写す装置の紙以外（布、合成樹脂材等）の
用途にも設置が可能である。
【符号の説明】
【００６３】
　　１　　元サイズ用紙
　　２　　本発明の指示具
　　３　　元サイズの用紙の情報を収める為の用紙
　　４　　従来技術の指示具
　　５　　感知結果を元にした指示内容を告知する手段
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【図７】

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月12日(2012.7.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工
条件の加工を開始する手段を、別々に設け、この加工条件の選択をする為の指示を出した
後に、この加工条件の加工を開始する為の指示を出す事により、この加工条件で、紙に情
報を写す加工を開始する手段を備えた紙に情報を写す装置において、用紙サイズと倍率を
あらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工条件の加工を開始する
手段を、一つの手段にした指示具を設け、電源をＯＮ後に、この指示具で指示を出す事に
より、この加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えた紙に情報を写す装置
。
【請求項２】
　用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工
条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたボタンを設け、電源をＯＮ後に、このボ
タンをプッシュする指示を出す事により、この加工条件で、紙に情報を写す加工を開始す
る手段を備えた請求項１の紙に情報を写す装置。
【請求項３】
　用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工
条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたタッチパネルの表示画面の表示部を設け
、電源をＯＮ後に、この表示部をタッチする指示を出す事により、この加工条件で、紙に
情報を写す加工を開始する手段を備えた請求項１の紙に情報を写す装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　紙に情報を写す作業を簡略に行う事ができる技術を備えたコピー機や製版印刷機やプリ
ンタやコピー機能を装備した複合機やプリント機能を装備した複合機等の紙に情報を写す
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在は、かって無料配布されていたレジ袋、或いは読み終えた新聞やチラシ、或いは飲
み終えたペットボトルや牛乳パックや空き缶、或いは使用した食品トレイや段ボールや割
りばし等、資源の一つ一つを大切にしなければ社会悪とされる時代であり、更に、エコカ
ー、エコ家電、エコトイレ、エコ住宅、エコタイヤ、エコ給湯器等、資源の消費を伴う商
品を扱う企業においては、この資源の消費や浪費を抑える事は当然の企業責任として社会
から求められている。
【０００３】
　このニーズに応じる為の技術として、特許文献１の技術が提案されている。
　例えば、この特許文献１の技術の「発明の効果」の中では、「使用紙の削減の作業を簡
略にしてエコ技術の存在を明確にする事により、ユーザー自身によるエコを推進する事務
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用家庭用の紙に情報を写す装置の提供である。」等と著している。
【０００４】
　この特許文献１の技術の「課題を解決するための手段」は、「原稿原画等の元サイズの
用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報
をこの用紙に収める為の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指
示で出す事ができ、更に、この一つの指示で、この情報をこの用紙に収める為の方法を、
この情報の形態に応じて選択する事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。
（請求項１）」や「運転を開始する為の指示具により、原稿原画等の元サイズの用紙の情
報を収める為の用紙の用紙サイズを定め、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙
に収める為の方法を、原稿原画等の元サイズの用紙の情報の形態に応じて選択し、この用
紙に情報を収める事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。（請求項２）」
等と著しているが、この技術は、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の
用紙の用紙サイズが異なる場合に於いて」に、限定した技術である。
【０００５】
　即ち、特許文献１の技術は、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じの場合に於いて」の技術が示されていない。
【０００６】
　尚、特許文献１の技術は、倍率と用紙サイズとスタートの指示操作機能を一つにする技
術であり、指示操作手順を一つにする技術であるが、広く一般的に使用されている従来技
術は、例えば、倍率（自動、７０％、８１％、８６％、１４１％、その他の倍率から選択
）と用紙サイズ（自動、Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ｂ５他のトレイから選択）とスタートの指示
操作機能を別々に設け、この指示操作手順を三つにする技術である。
【０００７】
　又、特許文献２の技術は、例えば、倍率や用紙サイズやその他のモードをプログラムに
登録し、呼び出す事が出来る技術であるが、この技術は「操作モードの設定」に関する技
術であり、例えば、用紙サイズの指示と倍率の指示とスタートの指示を「一つの指示操作
機能」や「一つの指示操作手順」にする技術でなく、本発明と比較して作業が複雑であり
、作業に手間を要する。
【０００８】
　尚、特許文献１の技術は、「特許文献３の技術を、受け継ぎ、更に、発展させる技術で
ある。」と著している。
　特許文献３の技術は、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の
用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の指示を
、一つの指示で出す事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。」等と著して
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特願２０１１－１９５７０５号公報
【特許文献２】特開平１１－２４５１１号公報
【特許文献３】特願２０１１－１３７９４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、特許文献１の技術を、受け継ぎ、更に、発展させる技術である。
　即ち、従来技術の「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用紙サ
イズが異なる場合」に加えて、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じ場合」に於いて、「原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為
の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為
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の倍率の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指示で出す事がで
きる紙に情報を写す装置。」や「運転を開始する為の指示具により、原稿原画等の元サイ
ズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズを定め、原稿原画等の元サイズの用紙の情
報をこの用紙に収める為の倍率を定め、運転を開始する事ができる紙に情報を写す装置」
の提供である。
【００１１】
　更に、本発明の指示を出す手段と、従来技術のスタートの指示を出す手段を組にして配
置して、本発明の情報を収める為の手段を目視で分かり易く配置して、本発明の技術をよ
り使い易く、より便利にする前記の紙に情報を写す装置の提供である。
【００１２】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して、感知結果を元にした指示
内容を告知する手段を設け、指示を出す前に、感知結果を元にした指示内容を事前にユー
ザーに告知する事を可能にして、本発明の技術の指示間違いを防止する前記の紙に情報を
写す装置の提供である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明は、用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と
、この選択した加工条件の加工を開始する手段を、別々に設け、この加工条件の選択をす
る為の指示を出した後に、この加工条件の加工を開始する為の指示を出す事により、この
加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えた紙に情報を写す装置において、
用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工条
件の加工を開始する手段を、一つの手段にした指示具を設け、電源をＯＮ後に、この指示
具で指示を出す事により、この加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えた
紙に情報を写す装置である。
【００１４】
　請求項２の発明は、用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と
、この選択した加工条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたボタンを設け、電源
をＯＮ後に、このボタンをプッシュする指示を出す事により、この加工条件で、紙に情報
を写す加工を開始する手段を備えた請求項１の紙に情報を写す装置である。
【００１５】
　請求項３の発明は、用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と
、この選択した加工条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたタッチパネルの表示
画面の表示部を設け、電源をＯＮ後に、この表示部をタッチする指示を出す事により、こ
の加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えた請求項１の紙に情報を写す装
置である。
【００１６】
【００１７】
【発明の効果】
【００１８】
　特許文献１の発明の効果を、受け継ぎ、更に、発展させる事が可能である。
　即ち、本明細書の背景技術で著した特許文献１の発明の効果を受け継ぐ事を可能にする
。即ち、前記の指示を一つの指示にする事により、この作業を簡略にし、更に、原稿原画
等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズを原稿原画等の元サイズより小
さいサイズに設定する事により、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の
使用量を簡略に削減し、エコ技術の存在を明確にする。
　使用紙の削減の作業を簡略にして、エコ技術の存在を明確にする事により、更に、紙に
情報を写す装置のユーザー自身によるエコを推進する。
【００１９】
　更に、前記の指示で情報を収める場合は、インクの使用量の削減や、紙に情報を写す作
業の動力の削減や、紙に情報を写す作業時間の削減等、エコを推進する。
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【００２０】
　更に、本明細書の背景技術で著した特許文献１の発明の効果を発展させる事を可能にす
る。
　即ち、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズと原稿原画等
の元サイズの用紙の用紙サイズを同じサイズに設定する事を可能にして、適用可能な用紙
サイズを特許文献１の用紙サイズに加えて、更に、増加させる事を可能にして、紙に情報
を写す作業を便利に開始できる。
【００２１】
　更に、Ａ５サイズやＢ５サイズ等のエコサイズの選択を一つの指示で簡略に出来、原稿
原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の使用量を簡略に削減する。
【００２２】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズを原稿原画等
の元サイズの用紙より大きいサイズに設定する場合に於いても、一つの指示で紙に情報を
写す作業を簡略に開始する。
【００２３】
　更に、本発明の指示具による情報を収める為の方法を、目視で分かり易く配置して、即
ち、作業を分かり易くして、本発明の技術をより使い易く、より便利にする。
【００２４】
　更に、本発明の指示具で指示を出す前に、感知結果を元にした指示内容を事前にユーザ
ーに告知する事を可能にして、指示間違いを防止する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】加工手順を示す（元サイズ用紙と指示具と供給紙を示す）概略図。
【図２】加工手順を示す（元サイズ用紙と指示具と供給紙を示す）概略図。
【図３】指示具に関する概略図。
【図４】指示具に関する概略図。
【図５】指示具に関する概略図。
【図６】指示具に関する概略図。
【図７】指示具に関する概略図。
【図８】指示具に関する概略図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１は、特許文献１の技術を受け継ぐ技術を著す。
　即ち、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙の用紙サイズ３が異
なる場合に於いて、原稿原画等の元サイズ（Ａ４）の用紙１の情報を収める為の用紙３の
用紙サイズ（Ａ５）の指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為
の倍率（７０％）の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指示（
例えば、指示を送る為の指示具２で、更に具体的には、タッチパネルのエコサイズ／スタ
ートと表示された表示部２をワンタッチ或いはエコサイズ／スタートと表示されたボタン
２をワンプッシュするだけ等）で出す事ができる紙に情報を写す装置である。
【００２７】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙３の用紙サイズが異
なる場合に於いて、運転を開始する為の指示具２（例えば、タッチパネルのエコサイズ／
スタートと表示された表示部２をワンタッチ或いはエコサイズ／スタートと表示されたボ
タン２をワンプッシュするだけ等）により、原稿原画等の元サイズ（Ａ４）の用紙１の情
報を収める為の用紙３の用紙サイズ（Ａ５）を定め、原稿原画等の元サイズの用紙１の情
報をこの用紙３に収める為の倍率（７０％）を定め、運転を開始する事ができる紙に情報
を写す装置である。
【００２８】
　図２は、特許文献１の技術を発展させる技術を著す。
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　即ち、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙３の用紙サイズが同
じ場合に於いて、原稿原画等の元サイズ（Ａ５）の用紙１の情報を収める為の用紙３の用
紙サイズ（Ａ５）の指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の
倍率（１００％）の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指示（
例えば、指示を送る為の指示具２で、更に具体的には、タッチパネルのスタートと表示さ
れた表示部２をワンタッチ或いはスタートと表示されたボタン２をワンプッシュするだけ
等）で出す事ができる紙に情報を写す装置である。
【００２９】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙３の用紙サイズが同
じ場合に於いて、運転を開始する為の指示具２（例えば、タッチパネルのスタートと表示
された表示部２をワンタッチ或いはスタートと表示されたボタン２をワンプッシュするだ
け等）により、原稿原画等の元サイズ（Ａ５）の用紙１の情報を収める為の用紙３の用紙
サイズ（Ａ５）を定め、原稿原画等の元サイズの用紙１の情報をこの用紙３に収める為の
倍率（１００％）を定め、運転を開始する事ができる紙に情報を写す装置である。
【００３０】
　更に、倍率１００％で原稿原画等の元サイズ（Ａ５）の用紙１の情報を原稿原画等の元
サイズの用紙の情報を収める為の用紙３に収める為の指示と、原稿原画等の元サイズの用
紙１の情報を収める為の用紙３の用紙サイズ（Ａ５）の指示と、運転を開始しこの指示を
開始する為の指示を、一つの指示（例えば、指示を送る為の指示具２で、更に具体的には
、タッチパネルのスタートと表示された表示部２をワンタッチ或いはスタートと表示され
たボタン２をワンプッシュするだけ等）で出す事ができる紙に情報を写す装置である。
【００３１】
　尚、図１、２に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙１の情報を収める為の用紙３の用
紙サイズの指示を出し、これに合わせた倍率を自動で指示する場合は、各種サイズの原稿
原画等の元サイズの用紙に対応する事を可能にする。
【００３２】
　又、原稿原画等の元サイズの用紙１の情報を原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収め
る為の用紙３に収める為の倍率の指示を出し、これに合わせた原稿原画等の元サイズの用
紙１の情報を収める為の用紙３の用紙サイズを自動で指示する場合は、各種サイズの原稿
原画等の元サイズの用紙に対応する事を可能にする。
【００３３】
　更に、詳しく著せば、本発明は、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙
の用紙サイズの指示と、この情報をこの用紙に収める為の倍率の指示と、運転を開始しこ
の指示を開始する為の指示を予め組み合わせておく事により実施可能となる。
　又、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、この
情報をこの用紙に収める為の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示の組み合
わせを、予め、ユーザーに告知する方法を設けておく事により実施可能となる。
【００３４】
　尚、紙に情報を写す装置とは、例えば、コピー機や製版印刷機やプリンタやコピー機能
を装備した複合機やプリント機能を装備した複合機等である。
【００３５】
　図３、４は、図１、２の指示具２のその他の実施例である。
　図３の指示具２は、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの情報を収める為の用紙に
収める為の倍率を（例えば、７０％、８１％、８６％、１００％の）複数に固定して、こ
のいずれかの倍率の指示具２の一つを選択し指示を出す事により、運転を開始し、この倍
率に合わせた情報を収める為の用紙の用紙サイズが指示され、情報を収める為の作業を開
始し、行う事ができる紙に情報を写す装置である。
【００３６】
　図３の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＢ
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５の場合で、指示具２の「自動で８１％に」を選択し指示を出す事により、運転を開始し
、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの情報を収める為の用紙に収める為の倍率８１
％の指示と、この倍率に合わせた情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５が指示され、情
報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００３７】
　更に、図３の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じ場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ
がＡ５の場合で、指示具２の「自動で１００％に」を選択し指示を出す事により、運転を
開始し、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの情報を収める為の用紙に収める為の倍
率１００％の指示と、この倍率に合わせた情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５が指示
され、情報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００３８】
　図４の指示具２は、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズ
指示を（例えば、Ａ４、Ｂ５、Ａ５の）複数の用紙サイズに固定して、このいずれかの用
紙サイズの指示具２の一つを選択し指示を出す事により、運転を開始し、この原稿原画等
の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、この用紙サイズに合う
原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の倍率が指示され、この情報を
収める為の作業を開始し、行う事ができる紙に情報を写す装置である。
【００３９】
　図４の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＢ
５の場合で、指示具２の「自動でＡ５に」を選択し指示を出す事により、運転を開始し、
原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、この用
紙サイズに合わせた倍率８１％が指示され、情報を収める為の作業を開始し、行う事がで
きる。
【００４０】
　更に、図４の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じ場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ
がＡ５の場合で、指示具２の「自動でＡ５に」を選択し指示を出す事により、運転を開始
し、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、こ
の用紙サイズに合わせた倍率１００％が指示され、情報を収める為の作業を開始し、行う
事ができる。
【００４１】
　図５は、本発明の指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具２、更に具体的には
、エコサイズスタートと表示されたボタン２等）と、従来技術のスタートの指示を出す手
段（例えば、指示を送る為の指示具４、更に具体的には、スタートと表示されたボタン４
等）を組にして配置した紙に情報を写す装置である。
【００４２】
　図５の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＢ
４の場合で、指示具２で指示を出す事により、運転を開始し、原稿原画等の元サイズの用
紙の情報を収める為の用紙に収める為の倍率７０％の指示（使用紙を半分の大きさにする
指示）と、この指示に合わせた用紙の用紙サイズＢ５が指示され、情報を収める為の作業
を開始し、行う事ができる。
【００４３】
　更に、図５の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じの場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイ
ズがＢ５の場合で、指示具２で指示を出す事により、運転を開始し、原稿原画等の元サイ
ズの用紙の情報を収める為の用紙に収める為の倍率１００％の指示（Ｂ５サイズをＢ５サ
イズにする指示）と、この指示に合わせた用紙の用紙サイズＢ５が指示され、情報を収め
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る為の作業を開始し、行う事ができる。
【００４４】
　図６は、図５のその他の実施例であり、本発明の指示を出す手段（例えば、指示を送る
為の指示具２、更に具体的には、スタート／エコサイズと表示されたボタン２等）と、従
来技術のスタートの指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具４、更に具体的には
、スタート／白黒、スタート／カラーと表示されたボタン４等）を組にして配置した紙に
情報を写す装置である。
【００４５】
　図６の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＡ
４の場合で、従来技術のスタート／カラーの指示具４の横の本発明の指示具２で指示を出
す事により、カラープリント或いはカラーコピーの運転を開始し、原稿原画等の元サイズ
の用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、この用紙サイズに合わせた倍
率７０％が指示され、情報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００４６】
　更に、図６の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じの場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイ
ズがＡ５の場合で、従来技術のスタート／カラーの指示具４の横の本発明の指示具２で指
示を出す事により、カラープリント或いはカラーコピーの運転を開始し、原稿原画等の元
サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、この用紙サイズに合わ
せた倍率１００％が指示され、情報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００４７】
　尚、図５、図６の本発明の指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具２）と従来
技術のスタートの指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具４）を、画面内に設け
る事が可能である。
　例えば、タッチパネルのスタート／エコサイズと表示された表示部２とタッチパネルの
スタートと表示された表示部４或いはタッチパネルのスタート／白黒、スタート／カラー
と表示された表示部４を組にして配置した紙に情報を写す装置が可能である。
【００４８】
　本発明は、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して、感知結果を元にした
指示内容を告知する手段を設けた紙に情報を写す装置が可能であり、この「原稿原画等の
元サイズの用紙の用紙サイズを感知して」とは、例えば、コピー機の場合なら、「原稿原
画等の元サイズの用紙をガラス板上にセットし、センサー等により用紙サイズを感知して
」、例えば、プリンタの場合なら、「パソコン等により送信された原稿原画等の元サイズ
の用紙の用紙サイズを感知して」等である。
【００４９】
　「指示内容」とは、例えば、図５、図７、図８の場合なら「使用紙を半分の大きさに」
や「Ａ５サイズをＡ５サイズに」や「Ｂ５サイズをＢ５サイズに」、或いは「Ａ３→Ａ４
（７０％）」や「Ｂ３→Ｂ４（７０％）」や「Ａ４→Ａ５（７０％）」や「Ｂ４→Ｂ５（
７０％）」や「Ａ５→Ａ５（１００％）」や「Ｂ５→Ｂ５（１００％）」、或いは「Ａ３
→Ａ４」や「Ｂ３→Ｂ４」や「Ａ４→Ａ５」や「Ｂ４→Ｂ５」や「Ａ５→Ａ５」や「Ｂ５
→Ｂ５」等である。
【００５０】
　「感知結果を元にした指示内容」とは、感知結果により具体的にした指示内容であり、
例えば、図５、図７、図８の場合なら「使用紙を半分の大きさに」、或いは「Ａ５サイズ
をＡ５サイズに」、或いは「Ｂ５サイズをＢ５サイズに」、或いは「Ａ３→Ａ４（７０％
）」、或いは「Ｂ３→Ｂ４（７０％）」、或いは「Ａ４→Ａ５（７０％）」、或いは「Ｂ
４→Ｂ５（７０％）」、或いは「Ａ５→Ａ５（１００％）」、或いは「Ｂ５→Ｂ５（１０
０％）」、或いは「Ａ３→Ａ４」、或いは「Ｂ３→Ｂ４」、或いは「Ａ４→Ａ５」、或い
は「Ｂ４→Ｂ５」、或いは「Ａ５→Ａ５」、或いは「Ｂ５→Ｂ５」等である。
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【００５１】
　「告知場所」は、例えば、本発明の指示具２付近或いは本発明の指示具２内或いは従来
技術の基本（初期）設定画面内等である。
【００５２】
　「告知方法」は、例えば、画面内に前記の「感知結果を元にした指示内容」を表示する
（図７）。或いは、画面内に前記の「指示内容」を表示し、これを選択する手段を設け、
前記の「感知結果を元にした指示内容」を表示し「感知結果を元にした指示内容」では無
い事は非表示にする（図８）。或いは、「指示内容」を示す文章を箇条書きにして設け、
この各文頭に点灯（「感知結果を元にした指示内容」を指す）と消灯（「感知結果を元に
した指示内容」では無い事を指す）を切り替え可能な電球等を設ける。
【００５３】
　前記の発明の具体的な実施は、図７の原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＡ４
の場合に於いて、例えば、コピーを行なう場合なら、原稿原画等の元サイズの用紙をガラ
ス板上にセットし、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ（Ａ４）を感知して、感知
結果を元にした指示内容を告知する手段（「Ａ４→Ａ５（７０％）」を表示する画面５）
を設けた紙に情報を写す装置である。
【００５４】
　更に、前記の発明の具体的な実施は、図８の原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ
がＡ５の場合に於いて、例えば、コピーを行なう場合なら、原稿原画等の元サイズの用紙
をガラス板上にセットし、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ（Ａ５）を感知して
、感知結果を元にした指示内容を告知する手段（「Ａ５サイズをＡ５サイズに、」を表示
し、「使用紙を半分の大きさに、」や「Ｂ５サイズをＢ５サイズに、」を非表示する画面
５）を設けた紙に情報を写す装置である。
【００５５】
　尚、本発明の技術は、用紙サイズの指示と倍率の指示と運転を開始しこの指示を開始す
る為の指示を一つの指示で出す事ができる本発明の指示具に、枚数の指示や濃度の指示や
両面コピーの指示や両面プリントの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示を付け
加える事が可能である。
【００５６】
　例えば、図１の代表例に枚数の指示を付け加える場合は、原稿原画等の元サイズの用紙
の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこ
の用紙に収める為の倍率の指示と、枚数の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の
指示を、一つの指示（例えば、指示を送る為の指示具で、更に具体的には、タッチパネル
のエコサイズ／スタートと表示された表示部をワンタッチ或いはエコサイズ／スタートと
表示されたボタンをワンプッシュするだけ等）で出す事ができる紙に情報を写す装置が可
能である。
【００５７】
　或いは、本発明の技術は、用紙サイズの指示と倍率の指示と運転を開始しこの指示を開
始する為の指示を一つの指示で出す事ができる本発明の指示と、枚数の指示や濃度の指示
や両面コピーの指示や両面プリントの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示を別
々に出す事が可能である。
【００５８】
　例えば、図１の代表例に枚数の指示を付け加える場合は、先ず、従来技術の指示具で枚
数の指示を送り、次に、本発明の指示具で、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める
為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める
為の倍率の指示と、運転を開始しこの指示（枚数の指示を含む）を開始する為の指示を、
一つの指示で出す事により実施が可能である。
【００５９】
　尚、前記の発明の技術は、「感知結果を元にした指示内容」に枚数の指示や濃度の指示
や両面コピーの指示や両面プリントの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示を付
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け加えて表示する事を可能にする。
【００６０】
　尚、本発明の技術の一部と特許文献１の技術の一部は、相互に利用する事が可能である
。
【００６１】
　尚、本発明の技術の一部と特許文献３の技術の一部は、相互に利用する事が可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明の技術は、紙に情報を写す装置の紙以外（布、合成樹脂材等）の用途にも設置が
可能である。
【符号の説明】
【００６３】
　　１　　元サイズ用紙
　　２　　本発明の指示具
　　３　　元サイズの用紙の情報を収める為の用紙
　　４　　従来技術の指示具
　　５　　感知結果を元にした指示内容を告知する手段
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２】

【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図３】

【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月27日(2012.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工
条件の加工を開始する手段を、別々に設け、この加工条件の選択をする為の指示を出した
後に、この加工条件の加工を開始する為の指示を出す事により、この加工条件で、紙に情
報を写す加工を開始する手段を備えたコピー装置において、用紙サイズと倍率をあらかじ
め設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工条件の加工を開始する手段を、
一つの手段にした指示具を設け、電源をＯＮ後に、この指示具で一つの指示を出す事によ
り、この加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えたコピー装置。
【請求項２】
　用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工
条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたボタンを設け、電源をＯＮ後に、このボ
タンをワンプッシュする指示を出す事により、この加工条件で、紙に情報を写す加工を開
始する手段を備えた請求項１のコピー装置。
【請求項３】
　用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工
条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたタッチパネルの表示画面の表示部を設け
、電源をＯＮ後に、この表示部をワンタッチする指示を出す事により、この加工条件で、
紙に情報を写す加工を開始する手段を備えた請求項１のコピー装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　紙に情報を写す作業を簡略に行う事ができる技術を備えたコピー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在は、かって無料配布されていたレジ袋、或いは読み終えた新聞やチラシ、或いは飲
み終えたペットボトルや牛乳パックや空き缶、或いは使用した食品トレイや段ボールや割
りばし等、資源の一つ一つを大切にしなければ社会悪とされる時代であり、更に、エコカ
ー、エコ家電、エコトイレ、エコ住宅、エコタイヤ、エコ給湯器等、資源の消費を伴う商
品を扱う企業においては、この資源の消費や浪費を抑える事は当然の企業責任として社会
から求められている。
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【０００３】
　このニーズに応じる為の技術として、特許文献１の技術が提案されている。
　例えば、この特許文献１の技術の「発明の効果」の中では、「使用紙の削減の作業を簡
略にしてエコ技術の存在を明確にする事により、ユーザー自身によるエコを推進する事務
用家庭用の紙に情報を写す装置の提供である。」等と著している。
【０００４】
　この特許文献１の技術の「課題を解決するための手段」は、「原稿原画等の元サイズの
用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報
をこの用紙に収める為の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指
示で出す事ができ、更に、この一つの指示で、この情報をこの用紙に収める為の方法を、
この情報の形態に応じて選択する事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。
（請求項１）」や「運転を開始する為の指示具により、原稿原画等の元サイズの用紙の情
報を収める為の用紙の用紙サイズを定め、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙
に収める為の方法を、原稿原画等の元サイズの用紙の情報の形態に応じて選択し、この用
紙に情報を収める事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。（請求項２）」
等と著しているが、この技術は、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の
用紙の用紙サイズが異なる場合に於いて」に、限定した技術である。
【０００５】
　即ち、特許文献１の技術は、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じの場合に於いて」の技術が示されていない。
【０００６】
　尚、特許文献１の技術は、倍率と用紙サイズとスタートの指示操作機能を一つにする技
術であり、指示操作手順を一つにする技術であるが、広く一般的に使用されている従来技
術は、例えば、倍率（自動、７０％、８１％、８６％、１４１％、その他の倍率から選択
）と用紙サイズ（自動、Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ｂ５他のトレイから選択）とスタートの指示
操作機能を別々に設け、この指示操作手順を三つにする技術である。
【０００７】
　又、特許文献２の技術は、例えば、倍率や用紙サイズやその他のモードをプログラムに
登録し、呼び出す事が出来る技術であるが、この技術は「操作モードの設定」に関する技
術であり、例えば、用紙サイズの指示と倍率の指示とスタートの指示を「一つの指示操作
機能」や「一つの指示操作手順」にする技術でなく、本発明と比較して作業が複雑であり
、作業に手間を要する。
【０００８】
　尚、特許文献１の技術は、「特許文献３の技術を、受け継ぎ、更に、発展させる技術で
ある。」と著している。
　特許文献３の技術は、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の
用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の指示を
、一つの指示で出す事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。」等と著して
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特願２０１１－１９５７０５号公報
【特許文献２】特開平１１－２４５１１号公報
【特許文献３】特願２０１１－１３７９４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、特許文献１の技術を、受け継ぎ、更に、発展させる技術である。
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　即ち、従来技術の「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用紙サ
イズが異なる場合」に加えて、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じ場合」に於いて、「原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為
の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為
の倍率の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指示で出す事がで
きるコピー装置。」や「運転を開始する為の指示具により、原稿原画等の元サイズの用紙
の情報を収める為の用紙の用紙サイズを定め、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの
用紙に収める為の倍率を定め、運転を開始する事ができるコピー装置」の提供である。
【００１１】
　更に、本発明の指示を出す手段と、従来技術のスタートの指示を出す手段を組にして配
置して、本発明の情報を収める為の手段を目視で分かり易く配置して、本発明の技術をよ
り使い易く、より便利にする前記のコピー装置の提供である。
【００１２】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して、感知結果を元にした指示
内容を告知する手段を設け、指示を出す前に、感知結果を元にした指示内容を事前にユー
ザーに告知する事を可能にして、本発明の技術の指示間違いを防止する前記のコピー装置
の提供である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明は、用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と
、この選択した加工条件の加工を開始する手段を、別々に設け、この加工条件の選択をす
る為の指示を出した後に、この加工条件の加工を開始する為の指示を出す事により、この
加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えたコピー装置において、用紙サイ
ズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工条件の加工
を開始する手段を、一つの手段にした指示具を設け、電源をＯＮ後に、この指示具で一つ
の指示を出す事により、この加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えたコ
ピー装置である。
【００１４】
　請求項２の発明は、用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と
、この選択した加工条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたボタンを設け、電源
をＯＮ後に、このボタンをワンプッシュする指示を出す事により、この加工条件で、紙に
情報を写す加工を開始する手段を備えた請求項１のコピー装置である。
【００１５】
　請求項３の発明は、用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と
、この選択した加工条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたタッチパネルの表示
画面の表示部を設け、電源をＯＮ後に、この表示部をワンタッチする指示を出す事により
、この加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えた請求項１のコピー装置で
ある。
【００１６】
【００１７】
【発明の効果】
【００１８】
　特許文献１の発明の効果を、受け継ぎ、更に、発展させる事が可能である。
　即ち、本明細書の背景技術で著した特許文献１の発明の効果を受け継ぐ事を可能にする
。即ち、前記の指示を一つの指示にする事により、この作業を簡略にし、更に、原稿原画
等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズを原稿原画等の元サイズより小
さいサイズに設定する事により、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の
使用量を簡略に削減し、エコ技術の存在を明確にする。
　使用紙の削減の作業を簡略にして、エコ技術の存在を明確にする事により、更に、コピ
ー装置のユーザー自身によるエコを推進する。
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【００１９】
　更に、前記の指示で情報を収める場合は、インクの使用量の削減や、紙に情報を写す作
業の動力の削減や、紙に情報を写す作業時間の削減等、エコを推進する。
【００２０】
　更に、本明細書の背景技術で著した特許文献１の発明の効果を発展させる事を可能にす
る。
　即ち、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズと原稿原画等
の元サイズの用紙の用紙サイズを同じサイズに設定する事を可能にして、適用可能な用紙
サイズを特許文献１の用紙サイズに加えて、更に、増加させる事を可能にして、紙に情報
を写す作業を便利に開始できる。
【００２１】
　更に、Ａ５サイズやＢ５サイズ等のエコサイズの選択を一つの指示で簡略に出来、原稿
原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の使用量を簡略に削減する。
【００２２】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズを原稿原画等
の元サイズの用紙より大きいサイズに設定する場合に於いても、一つの指示で紙に情報を
写す作業を簡略に開始する。
【００２３】
　更に、本発明の指示具による情報を収める為の方法を、目視で分かり易く配置して、即
ち、作業を分かり易くして、本発明の技術をより使い易く、より便利にする。
【００２４】
　更に、本発明の指示具で指示を出す前に、感知結果を元にした指示内容を事前にユーザ
ーに告知する事を可能にして、指示間違いを防止する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】加工手順を示す（元サイズ用紙と指示具と供給紙を示す）概略図。
【図２】加工手順を示す（元サイズ用紙と指示具と供給紙を示す）概略図。
【図３】指示具に関する概略図。
【図４】指示具に関する概略図。
【図５】指示具に関する概略図。
【図６】指示具に関する概略図。
【図７】指示具に関する概略図。
【図８】指示具に関する概略図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１は、特許文献１の技術を受け継ぐ技術を著す。
　即ち、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙の用紙サイズ３が異
なる場合に於いて、原稿原画等の元サイズ（Ａ４）の用紙１の情報を収める為の用紙３の
用紙サイズ（Ａ５）の指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為
の倍率（７０％）の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指示（
例えば、指示を送る為の指示具２で、更に具体的には、タッチパネルのエコサイズ／スタ
ートと表示された表示部２をワンタッチ或いはエコサイズ／スタートと表示されたボタン
２をワンプッシュするだけ等）で出す事ができるコピー装置である。
【００２７】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙３の用紙サイズが異
なる場合に於いて、運転を開始する為の指示具２（例えば、タッチパネルのエコサイズ／
スタートと表示された表示部２をワンタッチ或いはエコサイズ／スタートと表示されたボ
タン２をワンプッシュするだけ等）により、原稿原画等の元サイズ（Ａ４）の用紙１の情
報を収める為の用紙３の用紙サイズ（Ａ５）を定め、原稿原画等の元サイズの用紙１の情
報をこの用紙３に収める為の倍率（７０％）を定め、運転を開始する事ができるコピー装



(25) JP 2013-106295 A 2013.5.30

置である。
【００２８】
　図２は、特許文献１の技術を発展させる技術を著す。
　即ち、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙３の用紙サイズが同
じ場合に於いて、原稿原画等の元サイズ（Ａ５）の用紙１の情報を収める為の用紙３の用
紙サイズ（Ａ５）の指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の
倍率（１００％）の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指示（
例えば、指示を送る為の指示具２で、更に具体的には、タッチパネルのスタートと表示さ
れた表示部２をワンタッチ或いはスタートと表示されたボタン２をワンプッシュするだけ
等）で出す事ができるコピー装置である。
【００２９】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙１とこの情報を収める為の用紙３の用紙サイズが同
じ場合に於いて、運転を開始する為の指示具２（例えば、タッチパネルのスタートと表示
された表示部２をワンタッチ或いはスタートと表示されたボタン２をワンプッシュするだ
け等）により、原稿原画等の元サイズ（Ａ５）の用紙１の情報を収める為の用紙３の用紙
サイズ（Ａ５）を定め、原稿原画等の元サイズの用紙１の情報をこの用紙３に収める為の
倍率（１００％）を定め、運転を開始する事ができるコピー装置である。
【００３０】
　更に、倍率１００％で原稿原画等の元サイズ（Ａ５）の用紙１の情報を原稿原画等の元
サイズの用紙の情報を収める為の用紙３に収める為の指示と、原稿原画等の元サイズの用
紙１の情報を収める為の用紙３の用紙サイズ（Ａ５）の指示と、運転を開始しこの指示を
開始する為の指示を、一つの指示（例えば、指示を送る為の指示具２で、更に具体的には
、タッチパネルのスタートと表示された表示部２をワンタッチ或いはスタートと表示され
たボタン２をワンプッシュするだけ等）で出す事ができるコピー装置である。
【００３１】
　尚、図１、２に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙１の情報を収める為の用紙３の用
紙サイズの指示を出し、これに合わせた倍率を自動で指示する場合は、各種サイズの原稿
原画等の元サイズの用紙に対応する事を可能にする。
【００３２】
　又、原稿原画等の元サイズの用紙１の情報を原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収め
る為の用紙３に収める為の倍率の指示を出し、これに合わせた原稿原画等の元サイズの用
紙１の情報を収める為の用紙３の用紙サイズを自動で指示する場合は、各種サイズの原稿
原画等の元サイズの用紙に対応する事を可能にする。
【００３３】
　更に、詳しく著せば、本発明は、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙
の用紙サイズの指示と、この情報をこの用紙に収める為の倍率の指示と、運転を開始しこ
の指示を開始する為の指示を予め組み合わせておく事により実施可能となる。
　又、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、この
情報をこの用紙に収める為の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示の組み合
わせを、予め、ユーザーに告知する方法を設けておく事により実施可能となる。
【００３４】
【００３５】
　図３、４は、図１、２の指示具２のその他の実施例である。
　図３の指示具２は、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの情報を収める為の用紙に
収める為の倍率を（例えば、７０％、８１％、８６％、１００％の）複数に固定して、こ
のいずれかの倍率の指示具２の一つを選択し指示を出す事により、運転を開始し、この倍
率に合わせた情報を収める為の用紙の用紙サイズが指示され、情報を収める為の作業を開
始し、行う事ができるコピー装置である。
【００３６】
　図３の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
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紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＢ
５の場合で、指示具２の「自動で８１％に」を選択し指示を出す事により、運転を開始し
、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの情報を収める為の用紙に収める為の倍率８１
％の指示と、この倍率に合わせた情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５が指示され、情
報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００３７】
　更に、図３の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じ場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ
がＡ５の場合で、指示具２の「自動で１００％に」を選択し指示を出す事により、運転を
開始し、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの情報を収める為の用紙に収める為の倍
率１００％の指示と、この倍率に合わせた情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５が指示
され、情報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００３８】
　図４の指示具２は、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズ
指示を（例えば、Ａ４、Ｂ５、Ａ５の）複数の用紙サイズに固定して、このいずれかの用
紙サイズの指示具２の一つを選択し指示を出す事により、運転を開始し、この原稿原画等
の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、この用紙サイズに合う
原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の倍率が指示され、この情報を
収める為の作業を開始し、行う事ができるコピー装置である。
【００３９】
　図４の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＢ
５の場合で、指示具２の「自動でＡ５に」を選択し指示を出す事により、運転を開始し、
原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、この用
紙サイズに合わせた倍率８１％が指示され、情報を収める為の作業を開始し、行う事がで
きる。
【００４０】
　更に、図４の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じ場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ
がＡ５の場合で、指示具２の「自動でＡ５に」を選択し指示を出す事により、運転を開始
し、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、こ
の用紙サイズに合わせた倍率１００％が指示され、情報を収める為の作業を開始し、行う
事ができる。
【００４１】
　図５は、本発明の指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具２、更に具体的には
、エコサイズスタートと表示されたボタン２等）と、従来技術のスタートの指示を出す手
段（例えば、指示を送る為の指示具４、更に具体的には、スタートと表示されたボタン４
等）を組にして配置したコピー装置である。
【００４２】
　図５の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＢ
４の場合で、指示具２で指示を出す事により、運転を開始し、原稿原画等の元サイズの用
紙の情報を収める為の用紙に収める為の倍率７０％の指示（使用紙を半分の大きさにする
指示）と、この指示に合わせた用紙の用紙サイズＢ５が指示され、情報を収める為の作業
を開始し、行う事ができる。
【００４３】
　更に、図５の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じの場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイ
ズがＢ５の場合で、指示具２で指示を出す事により、運転を開始し、原稿原画等の元サイ
ズの用紙の情報を収める為の用紙に収める為の倍率１００％の指示（Ｂ５サイズをＢ５サ
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イズにする指示）と、この指示に合わせた用紙の用紙サイズＢ５が指示され、情報を収め
る為の作業を開始し、行う事ができる。
【００４４】
　図６は、図５のその他の実施例であり、本発明の指示を出す手段（例えば、指示を送る
為の指示具２、更に具体的には、スタート／エコサイズと表示されたボタン２等）と、従
来技術のスタートの指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具４、更に具体的には
、スタート／白黒、スタート／カラーと表示されたボタン４等）を組にして配置したコピ
ー装置である。
【００４５】
　図６の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＡ
４の場合で、従来技術のスタート／カラーの指示具４の横の本発明の指示具２で指示を出
す事により、カラーコピーの運転を開始し、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める
為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、この用紙サイズに合わせた倍率７０％が指示され、
情報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００４６】
　更に、図６の具体的な実施は、原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用
紙の用紙サイズが同じの場合に於いて、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイ
ズがＡ５の場合で、従来技術のスタート／カラーの指示具４の横の本発明の指示具２で指
示を出す事により、カラーコピーの運転を開始し、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を
収める為の用紙の用紙サイズＡ５の指示と、この用紙サイズに合わせた倍率１００％が指
示され、情報を収める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００４７】
　尚、図５、図６の本発明の指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具２）と従来
技術のスタートの指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具４）を、画面内に設け
る事が可能である。
　例えば、タッチパネルのスタート／エコサイズと表示された表示部２とタッチパネルの
スタートと表示された表示部４或いはタッチパネルのスタート／白黒、スタート／カラー
と表示された表示部４を組にして配置したコピー装置が可能である。
【００４８】
　本発明は、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して、感知結果を元にした
指示内容を告知する手段を設けたコピー装置が可能であり、この「原稿原画等の元サイズ
の用紙の用紙サイズを感知して」とは、例えば、「原稿原画等の元サイズの用紙をガラス
板上にセットし、センサー等により用紙サイズを感知して」である。
【００４９】
　「指示内容」とは、例えば、図５、図７、図８の場合なら「使用紙を半分の大きさに」
や「Ａ５サイズをＡ５サイズに」や「Ｂ５サイズをＢ５サイズに」、或いは「Ａ３→Ａ４
（７０％）」や「Ｂ３→Ｂ４（７０％）」や「Ａ４→Ａ５（７０％）」や「Ｂ４→Ｂ５（
７０％）」や「Ａ５→Ａ５（１００％）」や「Ｂ５→Ｂ５（１００％）」、或いは「Ａ３
→Ａ４」や「Ｂ３→Ｂ４」や「Ａ４→Ａ５」や「Ｂ４→Ｂ５」や「Ａ５→Ａ５」や「Ｂ５
→Ｂ５」等である。
【００５０】
　「感知結果を元にした指示内容」とは、感知結果により具体的にした指示内容であり、
例えば、図５、図７、図８の場合なら「使用紙を半分の大きさに」、或いは「Ａ５サイズ
をＡ５サイズに」、或いは「Ｂ５サイズをＢ５サイズに」、或いは「Ａ３→Ａ４（７０％
）」、或いは「Ｂ３→Ｂ４（７０％）」、或いは「Ａ４→Ａ５（７０％）」、或いは「Ｂ
４→Ｂ５（７０％）」、或いは「Ａ５→Ａ５（１００％）」、或いは「Ｂ５→Ｂ５（１０
０％）」、或いは「Ａ３→Ａ４」、或いは「Ｂ３→Ｂ４」、或いは「Ａ４→Ａ５」、或い
は「Ｂ４→Ｂ５」、或いは「Ａ５→Ａ５」、或いは「Ｂ５→Ｂ５」等である。
【００５１】
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　「告知場所」は、例えば、本発明の指示具２付近或いは本発明の指示具２内或いは従来
技術の基本（初期）設定画面内等である。
【００５２】
　「告知方法」は、例えば、画面内に前記の「感知結果を元にした指示内容」を表示する
（図７）。或いは、画面内に前記の「指示内容」を表示し、これを選択する手段を設け、
前記の「感知結果を元にした指示内容」を表示し「感知結果を元にした指示内容」では無
い事は非表示にする（図８）。或いは、「指示内容」を示す文章を箇条書きにして設け、
この各文頭に点灯（「感知結果を元にした指示内容」を指す）と消灯（「感知結果を元に
した指示内容」では無い事を指す）を切り替え可能な電球等を設ける。
【００５３】
　前記の発明の具体的な実施は、図７の原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＡ４
の場合に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙をガラス板上にセットし、原稿原画等の元
サイズの用紙の用紙サイズ（Ａ４）を感知して、感知結果を元にした指示内容を告知する
手段（「Ａ４→Ａ５（７０％）」を表示する画面５）を設けたコピー装置である。
【００５４】
　更に、前記の発明の具体的な実施は、図８の原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズ
がＡ５の場合に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙をガラス板上にセットし、原稿原画
等の元サイズの用紙の用紙サイズ（Ａ５）を感知して、感知結果を元にした指示内容を告
知する手段（「Ａ５サイズをＡ５サイズに、」を表示し、「使用紙を半分の大きさに、」
や「Ｂ５サイズをＢ５サイズに、」を非表示する画面５）を設けたコピー装置である。
【００５５】
　尚、本発明の技術は、用紙サイズの指示と倍率の指示と運転を開始しこの指示を開始す
る為の指示を一つの指示で出す事ができる本発明の指示具に、枚数の指示や濃度の指示や
両面コピーの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示を付け加える事が可能である
。
【００５６】
　例えば、図１の代表例に枚数の指示を付け加える場合は、原稿原画等の元サイズの用紙
の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこ
の用紙に収める為の倍率の指示と、枚数の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の
指示を、一つの指示（例えば、指示を送る為の指示具で、更に具体的には、タッチパネル
のエコサイズ／スタートと表示された表示部をワンタッチ或いはエコサイズ／スタートと
表示されたボタンをワンプッシュするだけ等）で出す事ができるコピー装置が可能である
。
【００５７】
　或いは、本発明の技術は、用紙サイズの指示と倍率の指示と運転を開始しこの指示を開
始する為の指示を一つの指示で出す事ができる本発明の指示と、枚数の指示や濃度の指示
や両面コピーの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示を別々に出す事が可能であ
る。
【００５８】
　例えば、図１の代表例に枚数の指示を付け加える場合は、先ず、従来技術の指示具で枚
数の指示を送り、次に、本発明の指示具で、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める
為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める
為の倍率の指示と、運転を開始しこの指示（枚数の指示を含む）を開始する為の指示を、
一つの指示で出す事により実施が可能である。
【００５９】
　尚、前記の発明の技術は、「感知結果を元にした指示内容」に枚数の指示や濃度の指示
や両面コピーの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示を付け加えて表示する事を
可能にする。
【００６０】
　尚、本発明の技術の一部と特許文献１の技術の一部は、相互に利用する事が可能である
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。
【００６１】
　尚、本発明の技術の一部と特許文献３の技術の一部は、相互に利用する事が可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明の技術は、コピー装置の紙以外（布、合成樹脂材等）の用途にも設置が可能であ
る。
【符号の説明】
【００６３】
　　１　　元サイズ用紙
　　２　　本発明の指示具
　　３　　元サイズの用紙の情報を収める為の用紙
　　４　　従来技術の指示具
　　５　　感知結果を元にした指示内容を告知する手段
【手続補正書】
【提出日】平成25年2月20日(2013.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工
条件の加工を開始する手段を、一つの指示具にして設け、この指示具を選択する事により
、この加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えたコピー装置において、用
紙サイズと縮小倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した加工
条件の加工を開始する手段を、一つの手段にした指示具を設け、電源をＯＮ後に、この指
示具で一つの指示を出す事により、この加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段
を備えたコピー装置。
【請求項２】
　用紙サイズと縮小倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した
加工条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたボタンを設け、電源をＯＮ後に、こ
のボタンをワンプッシュする指示を出す事により、この加工条件で、紙に情報を写す加工
を開始する手段を備えた請求項１のコピー装置。
【請求項３】
　用紙サイズと縮小倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と、この選択した
加工条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたタッチパネルの表示画面の表示部を
設け、電源をＯＮ後に、この表示部をワンタッチする指示を出す事により、この加工条件
で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えた請求項１のコピー装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　紙に情報を写す作業を簡略に行う事ができる技術を備えたコピー装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　現在は、かって無料配布されていたレジ袋、或いは読み終えた新聞やチラシ、或いは飲
み終えたペットボトルや牛乳パックや空き缶、或いは使用した食品トレイや段ボールや割
りばし等、資源の一つ一つを大切にしなければ社会悪とされる時代であり、更に、エコカ
ー、エコ家電、エコトイレ、エコ住宅、エコタイヤ、エコ給湯器等、資源の消費を伴う商
品を扱う企業においては、この資源の消費や浪費を抑える事は当然の企業責任として社会
から求められている。
【０００３】
　このニーズに応じる為の技術として、特許文献１の技術が提案されている。
　例えば、この特許文献１の技術の「発明の効果」の中では、「使用紙の削減の作業を簡
略にしてエコ技術の存在を明確にする事により、ユーザー自身によるエコを推進する事務
用家庭用の紙に情報を写す装置の提供である。」等と著している。
【０００４】
　この特許文献１の技術の「課題を解決するための手段」は、「原稿原画等の元サイズの
用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報
をこの用紙に収める為の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指
示で出す事ができ、更に、この一つの指示で、この情報をこの用紙に収める為の方法を、
この情報の形態に応じて選択する事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。
（請求項１）」や「運転を開始する為の指示具により、原稿原画等の元サイズの用紙の情
報を収める為の用紙の用紙サイズを定め、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙
に収める為の方法を、原稿原画等の元サイズの用紙の情報の形態に応じて選択し、この用
紙に情報を収める事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。（請求項２）」
等と著しているが、この技術は、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の
用紙の用紙サイズが異なる場合に於いて」に、限定した技術である。
【０００５】
【０００６】
　尚、特許文献１の技術は、倍率と用紙サイズとスタートの指示操作機能を一つにする技
術であり、指示操作手順を一つにする技術であるが、広く一般的に使用されている従来技
術は、例えば、倍率（自動、７０％、８１％、８６％、１４１％、その他の倍率から選択
）と用紙サイズ（自動、Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ｂ５他のトレイから選択）とスタートの指示
操作機能を別々に設け、この指示操作手順を三つにする技術である。
【０００７】
　又、特許文献２の技術は、例えば、倍率や用紙サイズやその他のモードをプログラムに
登録し、呼び出す事が出来る技術であるが、この技術は「操作モードの設定」に関する技
術であり、例えば、用紙サイズの指示と倍率の指示とスタートの指示を「一つの指示操作
機能」や「一つの指示操作手順」にする技術でなく、本発明と比較して作業が複雑であり
、作業に手間を要する。
【０００８】
　尚、特許文献１の技術は、「特許文献３の技術を、受け継ぎ、更に、発展させる技術で
ある。」と著している。
　特許文献３の技術は、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用
紙サイズが異なる場合に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の
用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の指示を
、一つの指示で出す事ができる事務用家庭用の紙に情報を写す装置である。」等と著して
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特願２０１１－１９５７０５号公報
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【特許文献２】特開平１１－２４５１１号公報
【特許文献３】特願２０１１－１３７９４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、特許文献１の技術を、受け継ぐ技術である。
　即ち、「原稿原画等の元サイズの用紙とこの情報を収める為の用紙の用紙サイズが異な
る場合」に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズの
指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の縮小倍率の指示と、
運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの指示で出す事ができるコピー装置。
」や「運転を開始する為の指示具により、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為
の用紙の用紙サイズを定め、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の
縮小倍率を定め、運転を開始する事ができるコピー装置」の提供である。
【００１１】
　更に、本発明の指示を出す手段と、従来技術のスタートの指示を出す手段を組にして配
置して、本発明の情報を収める為の手段を目視で分かり易く配置して、本発明の技術をよ
り使い易く、より便利にする前記のコピー装置の提供である。
【００１２】
　更に、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して、感知結果を元にした指示
内容を告知する手段を設け、指示を出す前に、感知結果を元にした指示内容を事前にユー
ザーに告知する事を可能にして、本発明の技術の指示間違いを防止する前記のコピー装置
の提供である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明は、用紙サイズと倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と
、この選択した加工条件の加工を開始する手段を、一つの指示具にして設け、この指示具
を選択する事により、この加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えたコピ
ー装置において、用紙サイズと縮小倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手段と
、この選択した加工条件の加工を開始する手段を、一つの手段にした指示具を設け、電源
をＯＮ後に、この指示具で一つの指示を出す事により、この加工条件で、紙に情報を写す
加工を開始する手段を備えたコピー装置である。
【００１４】
　請求項２の発明は、用紙サイズと縮小倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手
段と、この選択した加工条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたボタンを設け、
電源をＯＮ後に、このボタンをワンプッシュする指示を出す事により、この加工条件で、
紙に情報を写す加工を開始する手段を備えた請求項１のコピー装置である。
【００１５】
　請求項３の発明は、用紙サイズと縮小倍率をあらかじめ設定した加工条件を選択する手
段と、この選択した加工条件の加工を開始する手段を、一つの手段にしたタッチパネルの
表示画面の表示部を設け、電源をＯＮ後に、この表示部をワンタッチする指示を出す事に
より、この加工条件で、紙に情報を写す加工を開始する手段を備えた請求項１のコピー装
置である。
【００１６】
【００１７】
【発明の効果】
【００１８】
　特許文献１の発明の効果を、受け継ぐ事が可能である。
　即ち、本明細書の背景技術で著した特許文献１の発明の効果を受け継ぐ事を可能にする
。即ち、前記の指示を一つの指示にする事により、この作業を簡略にし、更に、原稿原画
等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙サイズを原稿原画等の元サイズより小
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さいサイズに設定する事により、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の
使用量を簡略に削減し、エコ技術の存在を明確にする。
　使用紙の削減の作業を簡略にして、エコ技術の存在を明確にする事により、更に、コピ
ー装置のユーザー自身によるエコを推進する。
【００１９】
　更に、前記の指示で情報を収める場合は、インクの使用量の削減や、紙に情報を写す作
業の動力の削減や、紙に情報を写す作業時間の削減等、エコを推進する。
【００２０】
【００２１】
【００２２】
【００２３】
　更に、本発明の指示具による情報を収める為の方法を、目視で分かり易く配置して、即
ち、作業を分かり易くして、本発明の技術をより使い易く、より便利にする。
【００２４】
　更に、本発明の指示具で指示を出す前に、感知結果を元にした指示内容を事前にユーザ
ーに告知する事を可能にして、指示間違いを防止する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】指示具に関する概略図。
【図２】指示具に関する概略図。
【図３】指示具に関する概略図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
【００２７】
【００２８】
【００２９】
【００３０】
【００３１】
【００３２】
【００３３】
【００３４】
【００３５】
　図１の指示具２は、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの情報を収める為の用紙に
収める為の倍率を（例えば、７０％、８１％、８６％）複数に固定して、このいずれかの
倍率の指示具２の一つを選択し指示を出す事により、運転を開始し、この倍率に合わせた
情報を収める為の用紙の用紙サイズが指示され、情報を収める為の作業を開始し、行う事
ができるコピー装置である。
【００３６】
　図１の具体的な実施は、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＢ５の場
合で、指示具２の「自動で８１％に」を選択し指示を出す事により、運転を開始し、原稿
原画等の元サイズの用紙の情報をこの情報を収める為の用紙に収める為の倍率８１％の指
示と、この倍率に合わせた情報を収める為の用紙の用紙サイズＡ５が指示され、情報を収
める為の作業を開始し、行う事ができる。
【００３７】
【００３８】
【００３９】
【００４０】
【００４１】
　図２は、本発明の指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具２、更に具体的には
、エコサイズスタートと表示されたボタン２等）と、従来技術のスタートの指示を出す手
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段（例えば、指示を送る為の指示具４、更に具体的には、スタートと表示されたボタン４
等）を組にして配置したコピー装置である。
【００４２】
　図２の具体的な実施は、例えば、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＢ４の場
合で、指示具２で指示を出す事により、運転を開始し、原稿原画等の元サイズの用紙の情
報を収める為の用紙に収める為の倍率７０％の指示（使用紙を半分の大きさにする指示）
と、この指示に合わせた用紙の用紙サイズＢ５が指示され、情報を収める為の作業を開始
し、行う事ができる。
【００４３】
【００４４】
　図２のその他の実施例は、本発明の指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具２
、更に具体的には、スタート／エコサイズと表示されたボタン等）と、従来技術のスター
トの指示を出す手段（例えば、スタート／白黒、スタート／カラーと表示されたボタン等
）を組にして配置したコピー装置である。
【００４５】
【００４６】
【００４７】
　尚、図２の本発明の指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具２）と従来技術の
スタートの指示を出す手段（例えば、指示を送る為の指示具４）を、画面内に設ける事が
可能である。
　例えば、タッチパネルのスタート／エコサイズと表示された表示部２とタッチパネルの
スタートと表示された表示部４或いはタッチパネルのスタート／白黒、スタート／カラー
と表示された表示部４を組にして配置したコピー装置が可能である。
【００４８】
　図３は、原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズを感知して、感知結果を元にした指
示内容を告知する手段を設けたコピー装置が可能であり、この「原稿原画等の元サイズの
用紙の用紙サイズを感知して」とは、例えば、「原稿原画等の元サイズの用紙をガラス板
上にセットし、センサー等により用紙サイズを感知して」である。
【００４９】
【００５０】
　「感知結果を元にした指示内容」とは、感知結果により具体的にした指示内容であり、
例えば、図２の場合なら「使用紙を半分の大きさに」、或いは「Ａ３→Ａ４（７０％）」
、或いは「Ｂ３→Ｂ４（７０％）」、或いは「Ａ４→Ａ５（７０％）」、或いは「Ｂ４→
Ｂ５（７０％）」、或いは「Ａ３→Ａ４」、或いは「Ｂ３→Ｂ４」、或いは「Ａ４→Ａ５
」、或いは「Ｂ４→Ｂ５」等である。
【００５１】
　「告知場所」は、例えば、本発明の指示具２付近或いは本発明の指示具２内或いは従来
技術の基本（初期）設定画面内等である。
【００５２】
　「告知方法」は、例えば、画面内に前記の「感知結果を元にした指示内容」を表示する
（図３）。或いは、前記の「感知結果を元にした指示内容」を表示し「感知結果を元にし
た指示内容」では無い事は非表示にする。或いは、指示内容を示す文章を箇条書きにして
設け、この各文頭に点灯（「感知結果を元にした指示内容」を指す）と消灯（「感知結果
を元にした指示内容」では無い事を指す）を切り替え可能な電球等を設ける。
【００５３】
　前記の発明の具体的な実施は、図３の原稿原画等の元サイズの用紙の用紙サイズがＡ４
の場合に於いて、原稿原画等の元サイズの用紙をガラス板上にセットし、原稿原画等の元
サイズの用紙の用紙サイズ（Ａ４）を感知して、感知結果を元にした指示内容を告知する
手段（「Ａ４→Ａ５（７０％）」を表示する画面５）を設けたコピー装置である。
【００５４】
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【００５５】
　尚、本発明の技術は、用紙サイズの指示と倍率の指示と運転を開始しこの指示を開始す
る為の指示を一つの指示で出す事ができる本発明の指示具に、枚数の指示や濃度の指示や
両面コピーの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示を付け加える事が可能である
。
【００５６】
　例えば、枚数の指示を付け加える場合は、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める
為の用紙の用紙サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める
為の倍率の指示と、枚数の指示と、運転を開始しこの指示を開始する為の指示を、一つの
指示（例えば、指示を送る為の指示具で、更に具体的には、タッチパネルのエコサイズ／
スタートと表示された表示部をワンタッチ或いはエコサイズ／スタートと表示されたボタ
ンをワンプッシュするだけ等）で出す事ができるコピー装置が可能である。
【００５７】
　或いは、本発明の技術は、用紙サイズの指示と倍率の指示と運転を開始しこの指示を開
始する為の指示を一つの指示で出す事ができる本発明の指示と、枚数の指示や濃度の指示
や両面コピーの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示を別々に出す事が可能であ
る。
【００５８】
　例えば、枚数の指示を付け加える場合は、先ず、従来技術の指示具で枚数の指示を送り
、次に、本発明の指示具で、原稿原画等の元サイズの用紙の情報を収める為の用紙の用紙
サイズの指示と、原稿原画等の元サイズの用紙の情報をこの用紙に収める為の倍率の指示
と、運転を開始しこの指示（枚数の指示を含む）を開始する為の指示を、一つの指示で出
す事により実施が可能である。
【００５９】
　尚、前記の発明の技術は、「感知結果を元にした指示内容」に枚数の指示や濃度の指示
や両面コピーの指示やその他のユーザーが出す事が出来る指示を付け加えて表示する事を
可能にする。
【００６０】
　尚、本発明の技術の一部と特許文献１の技術の一部は、相互に利用する事が可能である
。
【００６１】
　尚、本発明の技術の一部と特許文献３の技術の一部は、相互に利用する事が可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明の技術は、コピー装置の紙以外（布、合成樹脂材等）の用途にも設置が可能であ
る。
【符号の説明】
【００６３】
　　２　　本発明の指示具
　　４　　従来技術の指示具
　　５　　感知結果を元にした指示内容を告知する手段
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２】

【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図３】
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